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街路樹マネジメントの目的

街路樹マネジメントの導入

街路樹の役割 課題

美しい景観形成に加えて沿道環境の保全、

道路利用者の快適性等様々な機能を有し、

植物として「親しみ」や「潤い」、「やすらぎ」の

効果を人々に与え、道路空間や地域の魅力

を高める重要な役割

• 枝葉の成長により交通の支障となることや、

樹木の老朽化等による倒木、大木化による

歩道空間の阻害、根上りによる路面への支

障等が発生

• 枝葉の民地への侵入や落ち葉の清掃等に

関する地域からの要望も多く、限られた予算

の下で、やむを得ず強剪定を実施する等で

樹形が崩れ、景観を損ねる要因に

三重県の豊かな自然に恵まれた美しい地域資源を活かした、更なる地方創生を実現

 最も身近なインフラである道路空間で、積極的に良好な景観等を形成・維持

 特に、その象徴である街路樹について、適切且つ計画的な維持管理を推進



強剪定

落葉樹

１回/年以下

常緑樹

0.5回/年以下

これまで

街路樹マネジメントの方針

今後

景観等に
配慮する道路

その他道路

交通安全・防災等
に配慮する道路

一律の維持管理 道路の機能を踏まえたメリハリのあるマネジメント

地域の理解を得ながら段階的に実施、２０３０年頃までに全域でのマネジメントを実現を目指す

• 景観計画に位置付けられた道路
• 観光地周辺の道路
• 賑わいを創出する道路
• 地域の緑花活動の場となる道路

• 通学路、緊急輸送道路
• 郊外、山間部の道路

管理目標樹形にあわせた剪定

樹木の撤去・間引き・樹種の変更

 R4年度に当面の「景観等に配慮する道路」等を選定、剪定マニュアル
を策定し、一部区間で運用を開始予定

（１回/年の剪定を基本、街路樹剪定士の活用）

（強剪定：0.5回/年以下）

地域の緑花活動やまちづくりの方向性を踏ま
えて柔軟に対応



管理目標樹形の考え方

 管理目標樹形とは、まち並みや道路空間に合わせて、その路線にふさわしい樹形を設定するものであり、樹木
剪定の際の目標とする樹形をいう。

 剪定にあたっては、①管理目標樹形を設定したうえで、②個々の樹木の剪定方針を決定し、③管理目標樹形を
見据えた剪定時の樹形設定を行い、剪定を実施する。

（検討例）車道幅員、歩道幅員、沿道建物等とのバランスを
踏まえた枝張り、樹高の検討

歩車道に対して樹木が大きす
ぎてバランスが悪い

道路幅員に合わせてコンパク
トな樹形を設定

②個々の樹木の剪定方針を決定

（検討例）まち並みに調和する樹形タイプの検討

自然樹形 矯正型自然樹形 矯正型人工樹形 刈込型人工樹形

（例）イチョウ

①管理目標樹形の設定

統一美のある並木の創生・維持

管理目標樹形

剪定の実施

③管理目標樹形を見据えた剪定時の樹形設定

現状の並木

育成 縮小 再生維持剪定方針

樹高の不統一

強剪定の
繰返し

下枝高の不統一

張り出しが多い

出典：街路樹剪定ハンドブック（一般社団法人日本造園建設業協会）

樹種とまち並みの調和を考
慮して樹形を設定

樹高の統一

枝下高の統一統一した枝
の張り出し


